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第
二
十
条
第
五
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
と
し
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
項
」

を
「
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中「（
同
法

附
則
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
削
り
、「
同
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第

三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

商
標
法
附
則
第
三
条
第
三
項
（
同
法
附
則
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
こ
の
項
及
び
次
項

に
お
い
て
同
じ
。）の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
商
標
法
附
則
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
正
当
な
理
由

が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
二
月
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
期
間
の
末
日
が
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
の
経
過
後

六
月
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
期
間
の
経
過
後
六
月
と
す
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
第
三
項
第
七
号
」
の
下
に
「
、
第
四
条
の
四
」
を
加
え
、「
並
び
に
第
十
三
条
の
三
」
を

「
、
第
十
三
条
の
三
並
び
に
第
十
九
条
」に
、「（
同
法
第
四
十
一
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」

を
「
又
は
同
法
第
四
十
一
条
の
二
第
二
項
」
と
、
特
許
法
施
行
規
則
第
四
条
の
二
第
五
項
第
一
号
中
「
特
許
異
議
」

と
あ
る
の
は
「
登
録
異
議
」
に
改
め
、「（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
十
六
号
）」を
削
り
、「
こ
の
規
則
第
四
条
の
三
」
の

下
に
「
、
第
五
条
」
を
加
え
、「
第
二
十
五
条
の
七
第
五
項
」
を
「
第
二
十
五
条
の
七
第
七
項
」
に
、「
第
三
十
一
条
の

二
第
七
項
、
第
三
十
八
条
の
二
第
三
項
」
を
「
第
三
十
一
条
の
二
第
八
項
、
第
三
十
八
条
の
二
第
四
項
、
第
三
十
八

条
の
六
の
二
第
五
項
」
に
、「
第
六
十
九
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
六
十
九
条
の
二
第
三
項
」
に
、「
第
二
条
第
十
項
、

第
十
条
第
三
項
」
を
「
第
二
条
第
十
一
項
、
第
十
条
第
五
項
」
に
、「
第
二
十
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
」
と
、「
」

を
「
第
十
八
条
の
二
第
三
項
、
第
二
十
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
」
と
、「
」
に
、「
第
二
条
第
十
項
、
第
十
条
第
三

項
」
を
「
第
二
条
第
十
一
項
、
第
十
条
第
五
項
」
に
、「
第
二
十
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
」
と
、
特
許
法
施
行
規

則
第
十
一
条
の
四
」
を
「
第
十
八
条
の
二
第
三
項
若
し
く
は
第
二
十
条
第
四
項
」
と
、
特
許
法
施
行
規
則
第
十
一
条

の
三
中
「
第
三
十
八
条
の
二
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
商
標
法
第
五
条
の
二
第
五
項
」
と
、
特
許
法
施
行
規
則
第
十

一
条
の
四
」
に
改
め
、「
第
十
六
条
第
二
項
中
」
の
下
に「「
第
三
十
八
条
の
二
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
商
標
法
第
五

条
の
二
第
五
項
」
と
、」を
加
え
る
。

第
二
十
三
条
の
見
出
し
を
「
モ
デ
ル
国
際
様
式
」
に
改
め
、
同
条
中
「
商
標
法
条
約
に
基
づ
く
規
則
」の
下
に「
又

は
商
標
法
に
関
す
る
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
条
約
に
基
づ
く
規
則
」
を
加
え
る
。

様
式
第
八
の
二
中
「第

２
条
、
第
10条

」
の
下
に
「、

第
18条
の
２

」
を
加
え
、
同
様
式
の
備
考
２
中
「第

２
条

第
11項

」
を
「第

２
条
第
12項

」
に
、「第

10条
第
４
項
及
び
第
20条
第
４
項

」
を
「第

10条
第
６
項
、
第
18条
の
２

第
４
項
及
び
第
20条
第
５
項

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
二
の
備
考
18
中
「第

41条
の
２
第
２
項

」
を
「第
41条
の
２
第
７
項

」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
二
中
「第

18条
の
２

」
を
「第

18条
の
３

」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
三
中
「第

18条
の
３

」
を
「第

18条
の
４

」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
を
第
十
三
条
の
四
と
し
、
第
十
二
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
期
間
の
延
長
の
請
求
の
様
式
等
）

第
十
三
条

特
許
登
録
令
第
三
十
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
期
間
の
延
長
の
請
求
は
、
様
式
第
十
五
に

よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

特
許
登
録
令
第
三
十
条
第
三
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
許
庁
長

官
が
指
定
し
た
期
間
の
末
日
（
当
該
期
間
の
末
日
が
特
許
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
と
き
に
あ

つ
て
は
、
同
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
期
間
の
末
日
）
の
翌
日
か
ら
二
月
と
す

る
。

（
手
続
補
正
書
の
提
出
期
間
）

第
十
三
条
の
二

特
許
登
録
令
第
三
十
八
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
命

令
の
日
か
ら
二
月
と
す
る
。

（
手
続
補
正
書
の
様
式
）

第
十
三
条
の
三

手
続
の
補
正
は
、
様
式
第
十
六
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
条
の
六
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
モ
デ
ル
国
際
様
式
）

第
十
三
条
の
七

手
続
は
、
こ
の
省
令
で
定
め
る
様
式
の
ほ
か
、
特
許
法
条
約
に
基
づ
く
規
則
20

に
規
定
す
る
モ

デ
ル
国
際
様
式
に
よ
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

様
式
第
七
の
備
考
16
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ま
た
、
第
10条
の
４
の
規
定
に
よ
り
登
録
権
利
者
だ
け
で
申
請
す
る
と
き
は
「
申
請
人
（
登
録
義
務
者
）」の
欄

を
「
登
録
義
務
者
」
と
し
、
登
録
義
務
者
の
印
（
登
録
義
務
者
が
法
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は
「
代
表
者
」
の
欄
及

び
印
）
は
不
要
と
し
、
登
録
義
務
者
だ
け
で
申
請
す
る
と
き
は
「
申
請
人
（
登
録
権
利
者
）」の
欄
を
「
登
録
権
利

者
」
と
し
、
登
録
権
利
者
の
印
（
登
録
権
利
者
が
法
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は
「
代
表
者
」
の
欄
及
び
印
）
は
不
要

と
す
る
。

（
特
許
登
録
令
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

特
許
登
録
令
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
三
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
六
項
中
「
様
式
第
十
の
二
」
を
「
様
式
第
十
一
」
に
、
同
条
第
七
項
中
「
様
式
第
十
一
」
を
「
様
式
第

十
二
」
に
、
同
条
第
八
項
中
「
様
式
第
十
一
の
二
」
を
「
様
式
第
十
三
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
三
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
登
録
の
申
請
の
例
外
）

第
十
条
の
四

登
録
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
申
請
書
に
添
付
さ
れ
る
特
許
登
録
令
第
二
十
九
条
第
一
項
第

一
号
に
掲
げ
る
書
面
が
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
同
令
第
十
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
登

録
権
利
者
又
は
登
録
義
務
者
だ
け
で
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

特
許
権
の
移
転
に
該
当
す
る
場
合

次
に
掲
げ
る
も
の

イ

特
許
権
の
移
転
を
証
明
す
る
契
約
書
の
謄
本
又
は
抄
本
で
あ
つ
て
、
認
証
の
あ
る
も
の

ロ

特
許
法
条
約
に
基
づ
く
規
則
20

に
規
定
す
る
モ
デ
ル
国
際
様
式
に
よ
つ
て
作
成
さ
れ
た
譲
渡
証
明
書
又

は
譲
渡
文
書

二

専
用
実
施
権
の
設
定
、
移
転
、
変
更
又
は
消
滅
に
該
当
す
る
場
合

専
用
実
施
権
の
設
定
、
移
転
、
変
更
又

は
消
滅
を
証
明
す
る
契
約
書
の
謄
本
又
は
抄
本
で
あ
つ
て
、
認
証
の
あ
る
も
の

三

仮
専
用
実
施
権
の
設
定
、
移
転
、
変
更
又
は
消
滅
に
該
当
す
る
場
合

仮
専
用
実
施
権
の
設
定
、
移
転
、
変

更
又
は
消
滅
を
証
明
す
る
契
約
書
の
謄
本
又
は
抄
本
で
あ
つ
て
、
認
証
の
あ
る
も
の

四

特
許
権
又
は
専
用
実
施
権
を
目
的
と
す
る
質
権
の
設
定
、
移
転
、
変
更
又
は
消
滅
に
該
当
す
る
場
合

特
許

権
又
は
専
用
実
施
権
を
目
的
と
す
る
質
権
の
設
定
、
移
転
、
変
更
又
は
消
滅
を
証
明
す
る
契
約
書
の
謄
本
又
は

抄
本
で
あ
つ
て
、
認
証
の
あ
る
も
の

（
申
請
の
取
下
げ
）

第
十
条
の
五

申
請
の
取
下
げ
は
、
様
式
第
十
四
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

申
請
の
取
下
げ
は
、
登
録
完
了
後
は
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

特
許
庁
長
官
は
、
申
請
の
取
下
げ
が
さ
れ
た
と
き
は
、申
請
書
及
び
そ
の
添
付
書
面
を
還
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
三
条
の
三
第
二
項
中
「
様
式
第
十
三
」
を
「
様
式
第
十
八
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
の
六
と
し
、
第
十

三
条
の
二
を
第
十
三
条
の
五
と
し
、
第
十
三
条
の
見
出
し
を
「
弁
明
書
の
様
式
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
特
許
登
録

令
第
三
十
八
条
第
二
項
」
を
「
前
項
」
に
、「
様
式
第
十
二
」
を
「
様
式
第
十
七
」
に
改
め
、
同
条
を
同
条
第
二
項
と

し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

特
許
登
録
令
第
三
十
八
条
第
四
項
の
弁
明
を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
日
か
ら
二

月
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

様
式
第
十
三
中
「様

式
第
13（
第
13条
の
３
関
係
）

」を
「様

式
第
18（
第
13条
の
６
関
係
）

」に
改
め
、
同
様
式
を

様
式
第
十
八
と
す
る
。

様
式
第
十
二
中
「様

式
第
12（
第
13条
関
係
）

」を
「様

式
第
17（
第
13条
の
４
関
係
）

」に
改
め
、
同
様
式
中「

５６７

弁
明
に
係
る
書
類
名

弁
明
の
内
容

添
付
書
面
の
目
録
」

を 「
５
起
案
番
号
及
び
書
類
名

６
弁
明
に
係
る
書
類
名

７
弁
明
の
内
容

８
添
付
書
面
の
目
録

」

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
七
と
す
る
。

様
式
第
十
一
の
二
中
「様

式
第
11の
２

」
を
「様

式
第
13

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
三
と
す
る
。

様
式
第
十
一
中
「様

式
第
11

」
を
「様

式
第
12

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
二
と
す
る
。

様
式
第
十
の
二
中
「様

式
第
10の
２

」
を
「様

式
第
11

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
一
と
す
る
。
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